
千葉大学（亥鼻）医学系総合研究棟整備等事業 

入札説明書等に関する質問回答書（２回目）等 
 

○ 本質問回答書（２回目）は、平成２９年１０月１０日（火）

から１０月１１日（水）に受け付けた千葉大学（亥鼻）医学系

総合研究棟整備等事業の入札説明書等に関する質問を入札説明

書等の項目順に整理し、その回答を記載したものです。 

○ 質問の内容は、質問者の記載どおりとしています。ただし、

質問の記載位置については、本学で整理していますので注意し

てください。 

○ 回答欄に太字ゴシックで記載されている箇所は、変更・修

正・追記・留意等に該当する項目です。 

 

＜ 総 括 ＞ 

書 類 名 番 号 質問数 

① 入 札 説 明 書  1～ 7  ７ 

② 様 式 集 8  １ 

③ 要 求 水 準 書 ／ 本 文  9～43 ３５ 

④ 要求水準書／別表・資料等 44～76 ３３ 

⑤ 落 札 者 決 定 基 準 77  １ 

⑥ 基 本 協 定 書 ( 案 ) －  ０ 

⑦ 事 業 契 約 書 ( 案 ) 78～91 １４ 

⑧ そ の 他 92  １ 

合  計 － ９２ 

 

○ なお、「要求水準書等に関する質問回答書（２回目）」の後

（うしろ）に、「改定入札説明書等に関する要求水準確認書

（個別提案）、改定事業者提案による運営業務（任意）提案書、

改定民間付帯施設（任意）事業提案書」のうち、一般的な

（入札参加者に共通の）確認及び提案など、入札参加者のす

べてに伝達すべき事項が含まれていると大学が判断した項目

に関する回答について掲載していますので、合わせて確認し

てください。 

○ また、「本質問回答書（２回目）」の後（うしろ）に、「入札

説明書等に関する追記事項」についても掲載していますので、

あわせて確認してください。 

 

平成２９年１１月１日 

国 立 大 学 法 人 千 葉 大 学 
 



 (１) 

入札説明書等に関する質問回答書（２回目） 

 

＜ ① 入札説明書に関する質問 ＞ 

 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質  問 回  答 

1 
公共施設等の

種類等 
4 1 6 (4) 2) ① ｳ  

質問回答（１回目）Ｎｏ.１２

に関して、電気、ガス、給

水、排水の接続先はそれぞれ

キャンパス内のインフラのど

こに接続できるかまた接続方

法に指定があればご指示いた

だけますでしょうか。 

民間付帯施設（任意）事業の

提案内容により異なってきま

すので、提案内容に基づき、

大学と事業者で協議のうえ決

定するものとします。 

2 
公共施設等の

種類等 
4 1 6 (4) 2) ① ｳ  

質問回答（１回目）Ｎｏ.１２

に関して、電気、ガス、給

水、排水の接続先はそれぞれ

キャンパス内のインフラの接

続元・接続方法等が不明なた

め、民間付帯施設建設に伴う

インフラ敷設（給水・排水・

電気・通信・光ファイバー

等）の民間付帯施設までの引

き込み工事は、大学側の負担

としていただけませんでしょ

うか。 

また、質問回答№２８１（１

回目）の「土壌調査・埋蔵文

化財調査にかかわる業務」に

ついては、調査等に関わるコ

スト増が想定される為、業務

範囲外をご検討ください。 

ご質問の前段について、民間

付帯施設（任意）事業場所ま

でのインフラ整備は、すべて

事業者の業務範囲（独立採

算）とします。 

ご質問の後段について、民間

付帯施設（任意）事業場所で

の土壌汚染調査は、不要と理

解しています。また、民間付

帯施設（任意）事業場所での

埋蔵文化財調査は、提案内容

により異なってきますので、

提案内容に基づき、届出、慎

重工事、工事立合について

は、事業者の業務範囲（独立

採算）とし、発掘調査につい

ては、大学の負担によるもの

とします。 

3 
競争参加資格

等 
14 1 8 (1) 3) ⑤   

民間付帯施設事業にあたる者

の資格等要件は問わないと記

載がありますが、同施設の設

計・建設・維持管理・運営に

当たる者すべてに該当すると

いう認識でよろしいでしょう

か。 

民間付帯施設（任意）事業に

当たる者（設計に当たる者、

建設に当たる者、工事監理に

当たる者、維持管理に当たる

者、運営に当たる者、その他

に当たる者を含む。）の資格等

要件は問いません。ただし、

関連法令等を遵守するものと

します。 

4 入札書の開札 25 1 18 (2) 3)    

予定価格超過により２回目以

降の入札に関して、２回目以

降の入札及び開札時期の遅れ

により、現在予定されてい

る、基本協定書及び事業契約

書の締結時期及び事業契約書

他に記載ある引渡し日、供用

開始日等の日程に係る条件も

変更できるとの理解でよろし

いでしょうか。 

再入札に伴う、その後の日程

（スケジュール）の変更につ

いては、当初の入札から再入

札までの期間にもよりますの

で、当該時点での状況等によ

り判断するものとします。 

5 
入札書の開札

方法 
25 1 18 (2) 3)    

質疑回答５３に予定価格超過

の場合は、１回目の最低価格

１社でも予定価格の範囲内で

ある場合には、その後の提案



 (２) 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質  問 回  答 

を公表とありますが、１社で

も予定価格を下回り、事業者

選定がされた場合においても

公表があるという認識でよろ

しいでしょうか。 

内容審査に配慮し、開札の時

点では、入札価格を公表しま

せん。 

6 
入札書の開札

方法 
25 1 18 (2) 3)    

質疑回答５３にある予定価格

超過による再入札の場合は、

貴校から参加資格通過事業者

に対してヒアリング等が実施

された上で、予定価格は見直

されるという認識でよろしい

でしょうか。 

原則として、再入札の場合

は、大学が提示している諸要

件（要求水準等とともに、予

定価格を含む。）を変更するこ

とはありません。 

7 

貴学負担分の

水光熱費にか

かるメーター

設置 

28 1 25      

水光熱費の精算に要するメー

ターの設置・修繕・更新・取

替えは、貴学側の負担として

理解して宜しいでしょうか。

一般的に、メーターに関する

上記対応は本来水道事業者や

電気事業者が行うもので、メ

ーターの検針値に応じて、負

担者へ課金請求を行います。

今回は貴学が水道事業者や電

気事業者に成り代わって請求

を行う（＝福利厚生施設、民

間付帯施設の水道光熱費は事

業者負担とする）ため、貴学

にてメーターに関する各種対

応をお願いしたく思います。 

また、民間付帯施設と福利厚

生施設における精算方式等

（電力単価フラットレート

等）決まっていましたら要求

水準に記載頂けませんでしょ

うか。 

ご質問の前段について、本施

設に設置する光熱水費の計量

メーター（プロジェクト研究

スペース、福利厚生施設の部

分に設置する計量法に基づく

検定済のものを含む。）は、事

業者の業務範囲（サービス購

入費の対象）となります。た

だし、事業者提案による運営

業務（任意）、民間付帯施設

（任意）事業の部分に設置す

る光熱水費の計量メーター

は、事業者の業務範囲（独立

採算）となります。 

ご質問の後段について、大学

が契約している供給事業者

（電気、ガス、上水（県水）、

下水）との単価に基づき精算

するものとしています。 

 

 

＜ ② 様式集に関する質問 ＞ 

 

番号 質問項目 頁 章 様式 1 (1) 1) ① ｱ 質問 回答 

8 

様式３３「リ

スク対応」で

の根拠資料の

添付 

74 2 33      

リスクの管理方針や対応策を

具体的にお示しするため、入

札参加企業の間で役割やリス

クの分担について入札前に締

結する書面、リスク分析資料

や保険引受意向書などを添付

させていただくことは可能で

しょうか。 

「様式集」で規定（指定）さ

れている以外の資料を提出す

ることは不可とします。 

 

 

＜③要求水準書／本文に関する質問＞ 



 (３) 

 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質問 回答 

9 

民間付帯施設

の解体撤去時

における一団

地認定の再認

定について 

7 2 2 (1) 1) ②   

第１回質問のＮｏ.１５８にお

いて、「民間付帯施設（任

意）」が一団地を構成する施設

としての位置づけである旨の

ご回答があります。事業期間

が終了し民間付帯施設を解体

撤去する際に一団地の再認定

をするなどの手続が必要とな

りますでしょうか。 

民間付帯施設（任意）の解体

撤去に当たっては、大学とし

ては、一団地の再認定の必要

はなく、建築基準法第１２条

第５項の規定による報告でよ

いものと理解していますが、

具体的には、特定行政庁の判

断によるものとします。 

10 排水処理 8 2 2 (3) 5) ②   

モニタリング対象となる排水

の排出量はどの程度でしょう

か。 

入札説明書等に関する追記事

項（２回目）にて回答しま

す。重要な変更事項がありま

す。 

11 排水処理 8 2 2 (3) 5) ②   

ｐＨ異常時に排水を貯留する

緊急貯留槽は必要でしょう

か。 

入札説明書等に関する追記事

項（２回目）にて回答しま

す。重要な変更事項がありま

す。 

12 排水処理 8 2 2 (3) 5) ②   

緊急貯留槽が必要な場合は排

出量に対してどの程度の容量

が必要でしょうか。 

入札説明書等に関する追記事

項（２回目）にて回答しま

す。重要な変更事項がありま

す。 

13 排水処理 8 2 2 (3) 5) ②   

ｐＨ異常排水の処理は、手動

で対応するとの考えでよろし

いでしょうか。 

入札説明書等に関する追記事

項（２回目）にて回答しま

す。重要な変更事項がありま

す。 

14 排水処理 8 2 2 (3) 5) ②   

ｐＨ異常時に自動かつ即座に

対応が可能なｐＨ中和処理装

置の提案は可能でしょうか。

（モニター設備と比較して設

置スペースや緊急時対応の面

でメリットあり） 

入札説明書等に関する追記事

項（２回目）にて回答しま

す。重要な変更事項がありま

す。 

15 

エネルギー配

慮対象設計検

討記録様式 

14 2 4 (1) 4) ② ｲ  

「イ エネルギー配慮対象設計

検討記録様式ＣＨＵ４８８－

２」の記録用紙が見当たりま

せん。ご提示願います。 

【参考資料 エネルギー配慮対

象設計検討記録様式 CHU488-

2】（追加資料）について、平

成２９年１１月２日（木）よ

り貸与します。「本質問回答書

（２回目）」の後（うしろ）に

掲載している「入札説明書等

に関する追記事項」を参照し

てください。 

16 
パンデミック

時対応 
16 2 4 (3) 1) ⑮   

本施設のパンデミック時対応

とありますが、どの様な状況

を想定しておられますか。附

属病院に伝染性の高い患者が

大量に入院しているような状

況でしょうか。 

パンデミック（感染症の全国

的・世界的な大流行）時に、

千葉大学医学部附属病院とし

てパンデミックへの対応が必

要となる状況等を想定してお

り、その場合、病院との行き

来の多くなる医療関係者（主

として５階以上）と、これら



 (４) 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質問 回答 

以外の学生や一般利用者（主

として４階以下）の動線が混

在しないよう動線計画に配慮

する必要があります。 

17 

＜低層階諸室

等３階＞グル

ープ学習室・

カンファレン

ス室の対応に

ついて 

24 2 4 (3) 3) ⑤ ｱ  

第１回質疑回答においてメデ

ィア管制室の各種機器等は事

業者の業務範囲外に変更とな

ったことに対応し、グループ

学習室・カンファレンス室の

本設備も事業者の業務範囲外

になるとの理解でよろしいで

しょうか。 

事業者の業務範囲外（変更）

とするのは、「⑥ メディア管

制室」に記載されているア～

ケの各種機器等とともに、「⑤ 

グループ学習室・カンファレ

ンス室」に設置する各種機器

等（モニター、カメラ、マイ

ク等）も含まれるものとしま

す。ただし、黒板（白板）、掲

示板等の設置は、事業者の業

務範囲となります。 

18 

＜その他補足

事項＞ＩＣカ

ード錠につい

て 

26 2 4 (3) 3) ③ ｱ b 

「 Ｉ Ｃ カ ー ド 錠 シ ス テ ム

（錠、ＩＣカード（１５００

枚）とともに、管理・登録機

器等、一切のシステム機器を

含む。）を整備し、供用開始時

のすべての設定（カードの登

録等を含み、システムが使用

できる状態をいう。）を行うこ

と。なお、供用開始後の、新

規発行、権限変更、使用停止

等に関する登録業務は、大学

が行うものとする。」とありま

すが、ＩＣカード取扱いをセ

キュリティ上一元化するた

め、ＩＣカードを忘れた利用

者に対する仮カードの発行業

務も貴学が行うものと考えて

よろしいでしょうか。 

供用開始後に、仮ＩＣカード

の発行が必要な場合の業務

は、大学が行うものとしま

す。なお、供用開始時のすべ

ての設定（カードの登録等を

含み、システムが使用できる

状態をいう。）は、事業者の業

務範囲となります。 

19 

＜その他補足

事項＞ＩＣカ

ード錠等 

26 2 4 (3) 3) ⑤ ｱ  

ＩＣカード紛失によるカード

再発行費用や紛失に伴う他社

利用などの防犯上のリスクは

学校の責任範囲と考えてよろ

しいでしょうか。 

ＩＣカード紛失に伴う再発行

が必要な場合の業務は、大学

が行うものとします。また、

紛失に伴う他者利用などの防

犯上のリスクは、事業者の責

任範囲外となります。 

20 

＜その他補足

事項＞ＩＣカ

ード錠等 

27 2 4 (3) 3) ⑤ ｱ  

現在使用されているＩＣカー

ドに電子マネー等の機能は付

いているでしょうか。現在電

子マネー機能がない場合、将

来的に付加される構想はござ

いますか。 

現段階では、電子マネーの機

能は付加していませんし、将

来的にも、付加する予定はあ

りません。 

21 外装について 27 2 4 (3) 4) ① ｱ  

「ア 施設全体にわたり統一感

のあるものとし、主要な外装

部分については、施設の使用

期間中において経年変化、劣

化、退色及び極度の汚染等が

適切な維持管理業務が行われ

ることを前提として、主要な

外装部分の大規模な修繕が必

要となるのは、供用開始から

２５年以降と考えています。 



 (５) 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質問 回答 

なく、大規模な修繕を必要と

しない計画とすること。」とあ

りますが、ここでいう「使用

期間中」とは運営期間の１２

年間との理解でよろしいでし

ょうか。 

22 
駐輪場、バイ

ク置場 
29 2 4 (3) 8) ② ｱ  

医療系総合研究棟に隣接した

１階北側に１２０台以上の駐

輪場（平置き型、転倒防止ラ

ック付）を設置すること。と

りますが、隣接することによ

り、外壁やガラスのメンテナ

ンススペースが確保できない

為、利用者の安全性、利便性

を考慮した計画として、配置

場所を検討することは可能で

しょうか。 

当該「北側」とは、おおよそ

の場所を示すものであり、ま

た、参考図は、具体的な位置

までを規定するものではあり

ません。したがって、駐輪場

の設置場所については、利用

者の利便性に配慮しつつ、入

札参加者の提案によるものと

します。 

23 構造計画 31 2 4 (4) 4)    

千葉市が公表している液状化

危険度マップによると当該敷

地は液状化の危険性が高い地

域となっております。貸与さ

れている【資料】では当該敷

地での液状化判定が行われて

いませんので、貸与されてい

る資料の情報をもとに液状化

判定を行うとのことでよろし

いでしょうか。 

ご質問の前段について、大学

としては、「液状化危険度マッ

プによる液状化の危険性が高

い地域」とは認識していませ

ん。 

ご質問の後段について、大学

が貸与している【資料】等か

ら判断してください。 

24 計量について 37 2 4 (5) 3) ⑭ ｲ  

「電力量計」とありますが、

給水とガスについては計量法

に基づく検定済の計量器は設

置しないとの理解でよろしい

でしょうか。 

給水（県水、井水）、ガス（追

記）についても、電気に準拠

するものとします。 

25 
テレビ電波障

害防除設備 
38 2 4 (5) 3) ⑯   

テレビ電波障害の対策につい

て隣接する別事業との責任範

囲が明確ではなく、リスクを

特定できないため、事業者の

業務範囲外としてもよろしい

でしょうか。 

原案のとおりとします。【参考

資料 中央診療棟電波障害調査

報告書】（追加資料）につい

て、平成２９年１１月２日

（木）より貸与します。「本質

問回答書（２回目）」の後（う

しろ）に掲載している「入札

説明書等に関する追記事項」

を参照してください。 

26 
将来用配管に

ついて 
42 2 4 (5) 4) ⑧ ｲ  

「実験室の排水はすべて実験

排水系統とし、１スパン（約

７０ｍ２程度）」に３箇所の予

備排水口（ねじ接続が可能な

形状）を用意すること。」とあ

りますが、予備排水口から廊

下側パイプシャフト内の縦配

管への配管接続は、必要が生

じた際に、都度、貴学側にて

予備排水口から廊下側パイプ

シャフト内の縦配管への配管

接続は、事業者の業務範囲と

なります。 



 (６) 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質問 回答 

対応していただくとの理解で

よろしいでしょうか。 

27 土壌汚染調査 43 2 6 (2) 2) ②   

今回の土壌汚染調査の見積は、

【資料３３】に基づいて行い

ますが、数量が変更になった

場合は、実数精算にしていた

だけるとの理解でよろしいで

しょうか。 

土壌汚染調査の数量が変更に

なった場合は、費用の増減に

ついて、大学の負担増・負担

減（実数による精算）としま

す。 

28 土壌汚染調査 43 2 6 (2) 2) ②   

【資料３３】に記載された調

査地点数を算出する際の根拠

資料を、参考にご提供いただ

くことは可能でしょうか。 

【参考資料 土壌汚染調査関係

（試料採取予定地点図）】（追

加資料）について、平成２９

年１１月２日（木）より貸与

します。「本質問回答書（２回

目）」の後（うしろ）に掲載し

ている「入札説明書等に関す

る追記事項」を参照してくだ

さい。 

29 土壌汚染調査 43 2 6 (2) 2) ②   

【資料３３】に配管下の採取

深度が記載されていますが、

根拠資料を参考にご提供いた

だくことは可能でしょうか。 

配管の管底深さを１.０ｍから

１.５ｍと想定し、当該管底か

ら５０㎝までを標準的な採取

範囲としたものですが、具体

的には、特定行政庁の判断に

よるものとします。 

30 
引越に関する

事項 
48 2 6 (9) 1) ①   

質問回答（１回目）№３１９

の通り、引越した什器備品に

ついて、電気、水道、ガス管

等との接続を行うこととなっ

ていますが、接続部分の設備

修繕・設備更新業務（設備保

守管理含む）については対象

外という理解でよろしいでし

ょうか。 

事業者が、本事業の引越業務

において行う接続部分及び施

設整備業務で整備する供給側

（一次側）の維持管理業務

は、事業者の業務範囲となり

ます。 

31 備品等調達 49 2 6 (10) 1) ①   

事業者側で調達する新規購入

備品は【別表５】にある備品

を用意するという理解でよ

く、５階～１１階には事業者

側で調達する新規購入備品は

一切ないという理解でよろし

いでしょうか。 

本事業（事業者の業務範囲）

の備品等調達業務の対象は、

【別表５】のとおりです。な

お、基準階（５階から１１

階）についても、本事業の備

品等調達業務の対象がありま

すので留意してください。 

また、本事業の備品等調達業

務の対象となるドラフトチャ

ンバーについては、スクラバ

ー機能を本体の上部に搭載す

るものに変更します。したが

って、当該ドラフトチャンバ

ーについて、当初、「ドラフト

チャンバー、ダクト、排気処

理（スクラバー）の設置は事

業者の業務範囲」としていた

のを「ドラフトチャンバー



 (７) 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質問 回答 

（スクラバー搭載型）、ダク

ト、排気ファンの設置は事業

者の業務範囲（ドラフトチャ

ンバー、ダクト、排気ファン

はすべて 1 対 1 対応としま

す。）」に変更します。詳細に

ついては、【別表５ 備品等調

達業務対象什器備品等一覧表】

（変更）について、平成２９

年１１月２日（木）より貸与

します。「本質問回答書（２回

目）」の後（うしろ）に掲載し

ている「入札説明書等に関す

る追記事項」を参照してくだ

さい。 

なお、当初、事業者の引越業

務の対象としていたドラフト

チャンバー（卓上型６台）に

ついては、当該引越業務は大

学が別途に行うものとし、ス

クラバー機能も大学が当該ド

ラフトチャンバーに付加する

ものに変更します。したがっ

て、当該ドラフトチャンバー

について、当初、「ドラフトチ

ャンバー、ダクト、排気処理

（スクラバー）の設置は事業

者の業務範囲」としていたの

を「ダクト、排気ファンの設

置は事業者の業務範囲（ドラ

フトチャンバー、ダクト、排

気ファンはすべて 1 対 1 対応

とします。）」に変更します。

詳細については、【別表４ 引

越業務対象什器備品等一覧表】

（変更）について、平成２９

年１１月２日（木）より貸与

します。「本質問回答書（２回

目）」の後（うしろ）に掲載し

ている「入札説明書等に関す

る追記事項」を参照してくだ

さい。 

上記の変更箇所以外において

同様趣旨で変更する必要があ

る箇所も同様とします。 

32 
備品等調達に

関する事項 
49 2 6 (10) 1) ①   

調達する備品等については設

置し、電気等との接続が必要

な備品等については接続を行

うこととなっていますが、接

続部分の保守管理について

も、備品と同様に保守管理の

事業者が、本事業の備品等調

達業務において行う接続部分

及び施設整備業務で整備する

供給側（一次側）の維持管理

業務は、事業者の業務範囲と

なります。 



 (８) 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質問 回答 

対象外という理解でよろしい

でしょうか。対象とした場

合、実験台等の排水不良や漏

水などについて一時対応とし

て確認し、備品側の不具合で

あった場合には対応に要した

費用は別途大学に請求するこ

とでよろしいでしょうか。 

33 

業務実施に当

たっての考え

方 

51 3 2 (4) 10)    

「施設利用者等による故意の

破損、落書き等については、

大学担当者と協議の上、修繕

等を実施する。」とあります

が、加害者が明確な場合は加

害者に対して賠償請求するこ

ととしますが、加害者不明の

場合は、修繕費を事業者のコ

ストに上乗せするには不確定

要素が大きく、必要以上にコ

ストを上昇させ合理的ではな

いと考え、貴学にて修繕費用

をご負担いただくことを原則

とさせていただく事は可能で

しょうか。 

施設利用者等による故意の破

損、落書き等が「事業契約書

（案）」の第５８条第３項の

「事業者の責めによらない事

故…による損傷」に該当する

場合には、大学の責任と費用

において修補するものとしま

す。 

34 有資格者業務 54 3 3 (2) 5)    

「本事業内で選任が必要とさ

れる資格者」の記載がありま

すが、事業者が選任する法定

名義は最大で、「建築物環境衛

生管理技術者」と「危険物保

安監督者」のみと考えて宜し

いのでしょうか。消防法の用

途は学校（７項）・研究所（１

５項）・物販（４項）を想定し

ていますが、その用途と規模

ですと、防災管理者及び自衛

消防組織の設置及び自衛消防

業務講習の修了者を配置する

必要がありますが、こちらも

貴学で用意して頂けるという

認識で宜しいでしょうか。 

ご質問の前段について、大学

としては、建物・建築設備保

守管理業務において事業者が

選任する必要がある資格者と

して「建築物環境衛生管理技

術者」、「危険物保安監督者」

を想定していますが、関連法

令等を遵守するとともに、事

業者の提案内容によっては、

これに限るものではありませ

ん。 

ご質問の後段について、防災

管理者の配置、自衛消防組織

の設置及び自衛消防業務講習

修了者の配置が必要な場合に

は、これらの配置及び設置

を、大学が行うものとしま

す。ただし、事業者は、当該

諸活動について、積極的に協

力するものとします。 

35 
外構保守管理

業務 
56 3 4 (2) 2)    

自然災害など責任範囲が明確

でない場合は通常保険対応と

すべき事象かと思いますので、

「国立大学法人総合保険」対

応範囲として貴学の負担で予

算計上していただいてよろし

いでしょうか。 

自然災害によって本施設に損

傷が発生した場合には、それ

が「事業契約書（案）」の第 

５８条第３項の「事業者の責

めによらない…火災等による

損傷」に該当する場合には、

大学の責任と費用において修

補するものとします。 



 (９) 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質問 回答 

36 植栽要求水準 56 3 4 (3) 2)    

枯れ死した植物は事業者が整

備した植栽であったとしても

不確定要素が高く、事業者負

担とする場合リスクを不必要

に多く見積ることとなり、事

業性に影響がでるため、事業

者の業務範囲外としてよろし

いでしょうか。 

枯れ死した植物（事業者が整

備した植栽に限る。）は、大学

が合意したプランに従って取

り替えるものとします。な

お、大学が合意したプランと

は、植生や土壌等の枯れ死し

た理由を考慮するものとし、

樹種や樹容等の変更も可能と

します。 

37 
運営業務に関

する要求水準 
61 4 2 (6) 1)    

職員駐車場運営にあたり、ゲ

ートを通過するためのカード

やフロントガラスに掲示する

許可書（あれば）などの発行

費用は、事業者の業務範囲外

と考えてよろしいでしょう

か。 

ゲートを通過するためのカー

ド（必須）やフロントガラス

に掲示する許可書（事業者の

提案による。）などの整備は、

事業者の業務範囲となりま

す。 

38 
金銭事務の事

務処理業務 
63 4 3 (5) 2)    

入札説明書等に関する質問回

答書（１回目）等の３６７番

で「「プロジェクト研究スペー

ス」を借りるのは、原則とし

て、千葉大学医学部の各領域

（の教員）です。」との回答が

ございましたが、プロジェク

ト研究スペースの施設使用

料、共益費及び光熱水費等を

負担するのは、教員個人でし

ょうか。あるいは学部等にお

いて負担されるのでしょう

か。負担先に適した請求方法

等金銭事務を検討するためご

教示いただきたいと考えてお

ります。 

事業者は、各領域（の教員）

の貸出範囲ごとに施設使用

料、共益費及び光熱水費等を

計算し、大学担当者及び各領

域（の教員）に報告及び通知

するものとします。当該業務

には、実際の金銭の収受は含

まないため、各領域（の教

員）への正規の請求は、大学

が行うものとします。 

39 
金銭事務の事

務処理業務 
63 4 3 (5) 2)    

プロジェクト研究スペースの

施設使用料として、現状で想

定されている料金の水準がご

ざいましたらご教示下さい。 

現段階では、１３,０００円／

年・㎡程度（税込み）を想定

しています。 

40 
金銭事務の事

務処理業務 
63 4 3 (5) 2)    

プロジェクト研究スペース施

設使用料、共益費等の使用者

への請求頻度は毎月でしょう

か。 

施設使用料、共益費及び光熱

水費等について、大学が行う

各領域（の教員）への正規の

請求は、原則として、年１回

を想定しています。ただし、

事業者が行う、光熱水費等の

大学担当者及び各領域（の教

員）への報告及び通知につい

ては、毎月から毎四半期間隔

（任意、事業者の提案によ

る。）が望ましいと考えていま

す。なお、番号３８、４０の

回答を参照してください。 

41 金銭事務の事 63 4 3 (5) 2)    プロジェクト研究スペース施 事業者は、施設利用者（各領



 (１０) 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質問 回答 

務処理業務 設使用料等の金銭支払の流れ

は、施設利用者→事業者→大

学のように事業者が代理徴収

するなど関与することは無

く、施設利用者から直接大学

に支払われ、事業者が金銭事

務の事務処理業務として施設

利用者からの施設使用料等入

金確認を業務として行うこと

も無いとの認識でよろしいで

しょうか。 

域（の教員））からの施設使用

料、共益費及び光熱水費等の

入金確認を行う必要はありま

せん。何らかの確認事項、連

絡事項等がある場合には、大

学担当者より事業者に通知し

ます。番号３８、４０の回答

を参照してください。 

42 福利厚生施設 65 4 4 (5)     

福利厚生施設において事業者

が占有する部分においても建

物賃借料は無償にはならない

でしょうか。 

福 利 厚 生 施 設 部 分 の 建 物

（床）のうち事業者が占有す

る部分については、大学が事

業者に有償にて貸し付けるも

のとします。 

43 

民間付帯施設

周辺の駐車場

について 

68 5 2 (1)     

民間付帯施設周辺の駐車場を

運営期間中に資材搬入車両や

利用者の自家用車のために区

画を区切るなどして利用させ

て頂くことは可能でしょう

か。 

ご質問の駐車場は、看護師専

用駐車場であり、民間付帯施

設（任意）事業のために使用

することはできません。 

 

 

＜④要求水準書／別表・資料等に関する質問＞ 

 

番号 質問項目 別表 資料 参考 
図等 

枚目 上中 
下段 

- 質問 回答 

44 清掃業務 別1      

清掃の有無欄◎の諸室につき

まして、年間何日程度の稼働

を想定されていますでしょう

か。建物全体の清掃計画を立

案するうえで必要となります

ので、ご教示いただきたく存

じます。 

清掃の有無欄に◎が付されて

いる諸室のおおよその想定稼

働日は、以下のとおりです。 

＜凡例＞ 

（記載なし）：稼働という概念

が あ て は ま ら な い 箇 所 、

（Ａ）：平日ほぼ毎日稼働する

箇所、（Ｂ）：平日適宜稼働す

る箇所、（Ｃ）：年間特定日に

稼働する箇所／ただし、大学

の夏季休暇、冬季休暇等を除

く。 

＜１階＞ 

風除室、液体窒素充填スペー

ス （外部 ）（Ａ ）、 洗濯 室

（Ｂ）、シャワー室（Ｂ）、シ

ャワー室前室（Ｂ）、見学者通

路（Ｂ）、見学者通路内ＷＣ

（Ｂ）、法医解剖廊下（Ｂ）、

風除室（法医解剖出入口）

（Ｂ） 

＜２階＞ 



 (１１) 

番号 質問項目 別表 資料 参考 
図等 

枚目 上中 
下段 

- 質問 回答 

実習室２（Ｂ）、実習室３（Ｐ

１Ａ）（Ｂ）、多目的ＩＴ室

（Ｃ）、大セミナー室（Ａ）、

小セミナー室（Ａ）、大学院多

目的スペース（Ａ） 

＜３階＞ 

第１講義室（Ａ）、第２講義室

（Ａ）、第３講義室（Ａ）、ア

クティブラーニングスペース

（Ａ）、学生自習室（Ａ）、中

セミナー室（Ａ）、グループ学

習 室 ／ カ ン フ ァ レ ン ス 室

（ Ａ）、実習室 １（Ｐ２ ）

（Ｂ）、保健室（Ａ）、女子学

生 更 衣 室 （ Ａ ）、 授 乳 室

（Ａ）、学生自習室（Ａ）、学

生ロッカー室（男女）（Ａ） 

＜４階＞ 

広報スペース（Ａ）、小会議室

（Ｂ）、中会議室（Ｂ）、大会

議室（Ｂ）、風除室、エントラ

ンスギャラリー（Ａ）、交流ス

ペース（Ａ）、福利厚生施設

（Ａ） 

＜各階共通＞ 

ＷＣ（男子・女子）、多目的Ｗ

Ｃ、ラウンジ（給湯コーナー

含 む）（Ａ）、セミ ナー 室

（Ａ）、給湯室（Ａ）、ゴミ置

場、階段、ＥＶ付室、廊下 

45 

別表２ 

動物実験室の

仕様 

別2      

動物実験を行う実験室が多数

ありますが、国立大学法人千

葉大学動物実験実施規程の飼

養保管施設または実験室に該

当する部屋があれば明示して

いただきたい。 

本施設内に、「国立大学法人千

葉大学動物実験実施規程」の

「飼養保管施設」はありませ

ん。なお、同規程の「実験

室」は、【別表１】の「Ｐ１

Ａ」、「Ｐ２Ａ」のすべてとい

うことではなく、「Ｐ１Ａ」、

「Ｐ２Ａ」と記載されている

うち、実験内容に応じて学長

の承認を受けて設定していま

す。 

46 

別表２ 

動物実験室の

仕様 

別2      

国立大学法人千葉大学動物実

験実施規程では飼養保管施設

または実験室にそれぞれ施設

の要件（恒温、恒湿、換気、

明るさ、内部仕上、衛生設

備、臭気対策等）が定められ

ていますが、要求水準がこれ

を満たさない場合の改修設

計・工事については事業範囲

「国立大学法人千葉大学動物

実験実施規程」の「実験室」

に関する記載は、配慮すべき

項目を明示したものであり、

具体的な数値等までを規定し

ているものではありません。

事業者にあっては、大学の要

求水準とともに同規程の趣旨

を十分に理解のうえ、適切な



 (１２) 

番号 質問項目 別表 資料 参考 
図等 

枚目 上中 
下段 

- 質問 回答 

外（または追加設計・工事）

という理解でよろしいでしょ

うか。 

「実験室」として施設内容を

提案してください。 

47 

別表２ 

動物実験室の

仕様 

別2      

国立大学法人千葉大学動物実

験実施規程では飼養保管施設

または実験室にそれぞれ施設

の要件（恒温、恒湿、換気、

明るさ、内部仕上、衛生設

備、臭気対策等）が定められ

ていますが、具体的な仕様・

数値等を示していただけます

か。（建築：内装仕上げ、建具

仕様、電気：電源容量、種

別、非常電源要否、空調：温

度、湿度、清浄度の条件、臭

気（換気方式）衛生：排水

（実験排水、動物排水）の仕

分け） 

番号４５、４６の回答を参照

してください。 

48 
引越業務対象

什器備品 
別4      

品名が単に「機器」となって

いる物品で、メーカーや型式

が不明・空欄のものはそれが

どんな機器か特定できません

（例：医学部本館Ｂ１Ｆ共－

写真室の１９頁目の１行目な

ど）こういった機器がおよそ

１８００品目ございます。 

解体／組立、点検、設備（ユ

ーティリティ）工事の内容が

不明の為費用算出が困難で

す。具体的に機器をご指示く

ださい。 

また、指示の無い物は運搬費

用を含めて別途工事としての

理解でよろしいでしょか。 

【別表４】において、副表題

が「引越業務対象什器備品等

一覧表 医学部本館○階 機

器」と表記されている什器備

品等について、事業者が行う

引越業務の対象外に変更しま

す。詳細については、【別表４ 

引越業務対象什器備品等一覧

表】（変更）について、平成 

２９年１１月２日（木）より

貸与します。「本質問回答書

（２回目）」の後（うしろ）に

掲載している「入札説明書等

に関する追記事項」を参照し

てください。 

49 
引越業務対象

什器備品 
別4      

フリーザー及び冷蔵庫内の収

容物につきましては、現状で

は物量、保管温度帯、移転工

程など不明の為、適切な金額

が算出できない為、移設費用

は材工共別途とさせて頂くこ

とで宜しいでしょうか。 

フリーザー及び冷蔵庫等の収

容物の引越業務は、事業者の

業務範囲外です。 

50 
引越業務対象

什器備品 
別4      

ドラフトチャンバー、ヒュー

ムフードにつきましては、現

状の排気ファンが移設先のダ

クト条件でも転用可能か検討

できない為、ドラフト本体の

み移設・ファンは別途という

ことで宜しいでしょうか。 

番号３１の回答（ドラフトチ

ャンバー（卓上型６台）に関

する部分）を参照してくださ

い。 

51 引越業務対象 別4      「電気、水道、ガス管等との 接続に伴う確認は、正常な通



 (１３) 

番号 質問項目 別表 資料 参考 
図等 

枚目 上中 
下段 

- 質問 回答 

什器備品 接続が必要な備品等について

は接続を行い、動作に差異の

ないことを確認すること。」

（第１回質疑回答Ｎｏ３１

２）とありますが、どのよう

な内容の確認を行うのか不明

です。動作確認の内容につい

てご指示願います。 

電、通水（排水を含む。）、通

ガス等の状態を対象とし、実

験機器や計測機器に類する什

器備品等に固有の高度な機能

や性能までを対象とするもの

ではありません。なお、今回

の【別表４ 引越業務対象什器

備品等一覧表】（変更）によ

り、事業者の引越業務の対象

となる什器備品等に、電気、

水道、ガス管等との接続が必

要なものはほとんどなくなり

ました。 

52 

解剖実習室解

剖台の仕様に

ついて 

別6   3 中段  

解剖実習室の解剖台は別途工

事との記載ありますが、想定

されている１台あたりの換気

風量または解剖台のメーカー

品番等をご教示願えますでし

ょうか。 

想定される１台あたりの排気

風量は、７００ｍ３／ｈ程度

（接続口２００φ、抵抗１０

㎜ Aq、レベル FL＋１００㎜）

を想定しています。 

＜参考＞ 

解剖台／カルモア、局所排気

付解剖実験台、 KAT-AFJ-TU-

CM1 

局所排気注入台／カルモア、

プッシュプル排気型、KAT-A-

EX/WLS-2910-CM2 

53 

男性更衣室の

殺菌灯付エア

ータオル 

別6   2 上段  

「トイレ１箇所、シャワー２

箇所、化粧台（コンセント

付）、殺菌灯付エアータオル１

箇所を用意する。」とあります

が、殺菌灯付エアータオル

（１箇所）は別途工事となっ

ている「実験機器」とみな

し、事業範囲外と考えてよろ

しいでしょうか。 

ご質問の「殺菌灯付エアータ

オル（１箇所）」の設置は、事

業者が整備若しくは調達する

業務の範囲となります。 

54 
男性更衣室の

靴箱 
別6   2 上段  

「専用廊下側出入口の前に靴

箱（５０名分＋長靴５名分）

を用意する。出口は片側スラ

イドドア（有効幅１.５ｍ以

上）とする。」とありますが、

靴箱は利用者の使い方に応じ

て必要なものを用意していた

だく方が利便性があると考

え、事業範囲外と考えてよろ

しいでしょうか。 

ご質問の「専用廊下側出入口

前靴箱（５０名分＋長靴５名

分）」の設置は、事業者が整備

若しくは調達する業務の範囲

外となります。 

55 
女性更衣室の

靴箱 
別6   2 上段  

「専用廊下側出入口の前に靴

箱（１４名分＋長靴３名分）

を用意する。入口は片側スラ

イドドア（有効幅１.２ｍ以

上）とする。」とありますが、

靴箱は利用者の使い方に応じ

ご質問の「専用廊下側出入口

前靴箱（１４名分＋長靴３名

分）」の設置は、事業者が整備

若しくは調達する業務の範囲

外となります。 



 (１４) 

番号 質問項目 別表 資料 参考 
図等 

枚目 上中 
下段 

- 質問 回答 

て必要なものを用意していた

だく方が利便性があると考

え、事業範囲外と考えてよろ

しいでしょうか。 

56 
ＣＡＬ解剖室

について 
別6   2 下段  

オートクレーブ、自動乾燥

機、遺体用冷蔵庫、キャスタ

ー付き無影灯は【別表７】工

事区分表における「実験機

器」に該当し、機器本体は別

途工事と考えてよろしいでし

ょうか。 

ご質問の「オートクレーブ、

自動乾燥機、遺体用冷蔵庫、

キャスター付き無影灯」の設

置は、事業者が整備若しくは

調達する業務の範囲外となり

ます。 

57 

Ｃ Ａ Ｌ 前 室

（大型器械格

納庫）の薬品

耐性ステンレ

ス 製 シ ン ク

（自動温水栓

× ２ 口 サ イ

ズ）、殺菌灯付

エアータオル

２箇所 

別6   3 上段  

「薬品耐性ステンレス製シン

ク（自動温水栓×２口サイ

ズ）、殺菌灯付エアータオル２

箇所、壁面物品収納棚を設置

すること。詳細は【別表２】

【別表３】による）」とありま

すが、ＣＡＬ前室（大型器械

格納庫）の薬品耐性ステンレ

ス製シンク（自動温水栓×２

口サイズ）、殺菌灯付エアータ

オル２箇所は実験機器（別途

工事）と見なし事業範囲外と

考えてよろしいでしょうか。 

ご質問の「ＣＡＬ前室（大型

器械格納庫）の薬品耐性ステ

ンレス製シンク（自動温水栓

×２口サイズ）、殺菌灯付エア

ータオル（２箇所）」の設置

は、事業者が整備若しくは調

達する業務の範囲となりま

す。 

58 
処置室につい

て 
別6   3 下段  

局所排気注入台、急速遺体防

腐処理装置、シンク、乾熱滅

菌器、ホルマリン注入ポンプ

は【別表７】工事区分表にお

ける「実験機器」に該当し、

機器本体は別途工事と考えて

よろしいでしょうか。 

ご質問のうち「シンク」の設

置は、事業者の業務範囲とな

ります。その他の「局所排気

注入台、急速遺体防腐処理装

置、乾熱滅菌器、ホルマリン

注入ポンプ」の設置は、事業

者が整備若しくは調達する業

務の範囲外となります。 

59 
解剖用薬品庫

の棚 
別6   3 下段  

「ホルマリン・フェノール・

シール液等を保管する。」とあ

りますが、ホルマリン・フェ

ノール・シール液等を保管す

る棚は事業範囲外と考えてよ

ろしいでしょうか。 

ご質問の「ホルマリン・フェ

ノール・シール液等保管棚」

の設置は、事業者が整備若し

くは調達する業務の範囲外と

なります。 

60 
解剖用薬品庫

の遺体貯蔵庫 
別6   3 下段  

「ストレッチャー毎入れられ

る遺体貯蔵庫（１体用）１台

のスペースを確保する。」とあ

りますが、遺体貯蔵庫（１体

用）本体（１台）は事業範囲

外と考えてよろしいでしょう

か。 

ご質問の「遺体貯蔵庫（１体

用）本体（１台）」の設置は、

事業者が整備若しくは調達す

る業務の範囲外となります。 

61 
遺体・棺搬入

口の運用 
別6   4 上段  

当施設で想定している遺体・

棺搬入口の警察官およびご遺

族の利用時間をご教示くださ

い。また、遺体・棺搬入口の

遺体・棺搬入口の警察官及び

ご遺族来訪時の対応（搬入口

の開錠・施錠を含む。）は、大

学が行います。 



 (１５) 

番号 質問項目 別表 資料 参考 
図等 

枚目 上中 
下段 

- 質問 回答 

警察官およびご遺族来訪時の

対応は、貴学にて実施し、搬

入口の開錠・施錠をするとの

理解でよろしいでしょうか。 

62 
解剖エリア等

の利用 
別6   4 中段  

職員による解剖等、対応が行

われる時間帯をご教示くださ

い。遺体の搬入時間帯と必ず

しも一致するものではなく、

例えば平日昼間に行われるも

のでしょうか。 

原則として、平日の昼間とな

ります。 

63 解剖室の床 別6   5 上段  

「床：排水溝への傾斜を十分

確保し、清掃のしやすさに留

意すること。」とありますが、

１／５０程度の床勾配を想定

しますがよろしいでしょう

か。 

大学としては、１／５０程度

を想定していますが、詳細に

ついては、大学と事業者で協

議のうえ決定するものとしま

す。 

64 
解剖室の給湯

について 
別6   5 中段  

「全て給湯、温度は最高７

５℃以上（連続）とするこ

と。」とありますが、【別表

１】の凡例に記載ある通り、

給湯方式は貯湯式電気温水器

として宜しいでしょうか。 

原則として、給湯方式は局所

給湯（貯湯式電気温水器）と

しますが、要求される機能や

性能によっては、貯湯式電気

温水器以外を採用することも

可能とし、具体的には、入札

参加者の提案によるものとし

ます。 

65 

肺専用ホルマ

リン注入台の

業務対象範囲 

別6   6 上段  

「流し台構造で、片面水切り

タイプに近い台とする。」とあ

りますが、片面水切りタイプ

の流し台は「実験機器」とみ

なし、事業者の業務対象外と

考えてよろしいでしょうか。 

ご質問の「片面水切りタイプ

流し台」の設置は、事業者が

整備若しくは調達する業務の

範囲外となります。 

66 

倉庫（将来Ｍ

ＲＩ室）の荷

重条件 

別6   7 上段  

将来ＭＲＩ設置予定のＭＲＩ

の想定している荷重条件をご

教示願います。 

(株)日立製作所「ＡＩＲＩS 

Ｖｅｎｔｏ」（Ｗ２２１９×Ｄ

１５５０×Ｈ１７２５を想定

しています。 

67 

法医学関連諸

室の自動ドア

の材料 

別6   7 下段  

「適宜ステンレス製のものと

すること」とは事業者の判断

で鉄製またはアルミ製でも構

わないとの理解でよろしいで

しょうか。 

法医解剖室、解剖実習室関連

諸室、ＣＡＬ関連諸室に設置

する自動ドアについては、水

かかり（水を使用する）部

分、ホルマリンを相当量使用

する部分が含まれるため、す

べてステンレス製としてくだ

さい。 

68 

ＲＩ室関連諸

室のポケット

線量計 

別6   8 上段  

「入室者（実験者、作業員）

用にポケット線量計を１０本

整備する」とありますが、「ポ

ケット線量計１０本」および

「記録システム」は仕様・条

件が不明確なため、事業者の

業務範囲外とすることは可能

ご質問の「ポケット線量計

（１０本）」の設置は、事業者

が整備若しくは調達する業務

の範囲外となります。 



 (１６) 

番号 質問項目 別表 資料 参考 
図等 

枚目 上中 
下段 

- 質問 回答 

でしょうか。また、事業範囲

内となる場合は、「ポケット線

量計１０本」は初期購入のみ

との理解でよろしいでしょう

か。 

69 

ＲＩ室関連諸

室の選択及び

乾燥機 

別6   8 中段  

「汚染検査室に実験衣用の洗

濯及び乾燥機（又は一体型）

を設置すること。能力につい

て洗濯１０ｋｇ、乾燥６ｋｇ

程度とすること。」とあります

が、実験衣用の洗濯及び乾燥

機は１台と考え、初期購入の

みとの理解でよろしいでしょ

うか。 

ご質問の「実験衣用の洗濯及

び乾燥機（１台）」の設置は、

事業者が整備若しくは調達す

る業務の範囲外となります。 

70 

汚 染 検 査 室

（ＲＩ）の洗

浄設備につい

て 

別6   8 下段  

シャワーは引き棒式の緊急用

シャワー、除染用具はＲＩ用

クリーナー（皮膚用の除染

剤）という理解でよろしいで

しょうか。また、この場合、

ＲＩ用クリーナーは消耗品と

考え、貴学にてご用意いただ

くという理解でよろしいでし

ょうか。 

ご質問の前段について、当該

シャワーは、シャワーユニッ

トとします。 

ご質問の後段について、ＲＩ

用クリーナーは、大学の責任

と費用で設置します。 

71 工事区分表 別7      

福利厚生施設の厨房機器・内

装、空調設備等に関しての工

事区分をお示しください。 

また、ガスを使用する設備に

ついては設置は可能でしょう

か。 

ご質問の前段について、標準

的な内装仕上、照明・コンセ

ント設備、空調設備、厨房機

器等は、事業者の業務範囲

（サービス購入費の対象）と

しますが、特殊な内装仕上

（デザイン壁、装飾天井等）、

特殊な照明（スポット照明、

演色照明等）、商品棚、ショー

ケース、カウンター、レジ、

テーブル、いす、プラントボ

ックス、可動スクリーン、店

舗サイン、調理機器（なべ、

プライパン、包丁、まな板

等）、食器類等（これらに準じ

るものを含む。）については、

事業者の業務範囲（独立採

算）とします。 

72 

千葉大学（亥

鼻）医学系総

合研究棟整備

等事業保守管

理業務仕様書

（差し替え資

料） 

 資35     

本仕様書は、当初公表された

仕様書から記載内容が変わっ

た部分の内容差し替えでしょ

うか。あるいは仕様書一式の

差し替えでしょうか。 

仕様書一式の差し替えに相当

します。 

73 千葉大学（亥  資35  6   支給材料の中に水質管理用の ご質問の「ボイラーに使用す



 (１７) 

番号 質問項目 別表 資料 参考 
図等 

枚目 上中 
下段 

- 質問 回答 

鼻）医学系総

合研究棟整備

等事業保守管

理業務仕様書

（差し替え資

料） 

薬品が含まれていますが、ス

クラバー装置の次亜塩素ソー

ダ、ボイラーに使用する複合

清缶剤、ボイラー用軟水装置

に使用する塩、排水処理装置

に使用する消毒薬剤及び中和

剤、雨水再利用槽に使用する

塩素剤等も含まれるとの理解

で宜しいでしょうか。 

る複合清缶剤、ボイラー用軟

水装置に使用する塩、排水処

理装置に使用する消毒薬剤及

び中和剤、雨水再利用槽に使

用する塩素剤等」の調達につ

いては、事業者の業務範囲と

なります。 

なお、「スクラバー装置（ドラ

フ ト チ ャ ン バ ー 本 体 に 搭

載）」、「実験排水処理槽（廃

止）」は、今回の一連の変更に

伴って対象外となります。 

74 

電気工作物の

工事、維持及

び運用 

 資35  30 下段  

電気工作物の工事、維持及び

運用に関する保安を確保する

業務を計画・提案するにあた

り、内容・頻度を確認させて

いただきたく、保安規定の内

容をご開示願います。 

【参考資料 国立大学法人千葉

大学(亥鼻地区)保安規程】（追

加資料）について、平成２９

年１１月２日（木）より貸与

します。「本質問回答書（２回

目）」の後（うしろ）に掲載し

ている「入札説明書等に関す

る追記事項」を参照してくだ

さい。 

75 

資料３５ 

構内情報設備

の保守 

 資35     

要求水準書Ｐ.３７⑩構内情報

設備クで本事業範囲の構内情

報設備に関する維持管理業務

を行うこととの記載がありま

すが、ネットワーク機器の保

守に関してはメーカーの保守

体制に頼らざるを得ないため

保守管理の仕様について明示

してください。例）３６５日

２４時間のオンサイト保守、

平日８時－１９時のオンサイ

ト保守または先出しセンドバ

ック保守等 

事業者が本事業で整備した情

報設備等の維持管理業務は、

事業者の業務範囲となりま

す。 

ただし、構内情報設備に関す

る運用（業務）は、大学が直

接行うものとし、本事業で事

業者が整備した情報設備等に

不都合があった場合、あるい

は、不都合があると考えられ

る場合にあっては、大学担当

者から事業者へ連絡するもの

とし、事業者は、大学と協働

して、当該不都合の解消を行

うものとします。 

76 
中央診療棟仮

設計画 
     仮設 

新中央診療棟施工エリア、工

事用用地が今回計画用地側に

大きく計画されております

が、この敷地利用計画は本件

の工事計画に対する条件であ

り、新中央診療棟施工エリア

は本件事業における工事では

利用不可との理解でよろしい

でしょうか。また工事用仮設

道路も別途工事と共用すると

ありますが、これは期間を問

わず利用できることが計画条

件であるとの理解でよろしい

でしょうか。各入札グループ

ご質問の前段について、原則

として、新中央診療棟施工エ

リア、基盤整備車路施工エリ

ア（ただし、各エリアの施工

期間に限る。）は、本事業にお

ける工事では利用不可となり

ます。 

ご質問の後段について、工事

用仮設道路は、期間を問わず

利用できるものとしますが、

新中央診療棟施工者との調

整、アクセス道路整備との調

整が必要となります。 



 (１８) 

番号 質問項目 別表 資料 参考 
図等 

枚目 上中 
下段 

- 質問 回答 

の工事条件を揃えることが公

平かつ審査基準も明確になる

と思われます。 

 

 

＜⑤落札者決定基準に関する質問＞ 

 

番号 質問項目 頁 1 (1) 1) ① ｱ a - 質問 回答 

77 
再入札におい

て 
4        

質疑回答５０１において、再

入札の期日は「一定の期日

後」と回答がございました

が、どのくらいの期間を想定

されておりますか 

当該時点での入札の状況等に

より判断するものとします。 

 

 

＜ ⑥ 基本協定書（案）に関する質問 ＞ 

 

なし 

 

 

＜ ⑦ 事業契約書（案）に関する質問 ＞ 

 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

78 
定義「入札説

明書」 
5 1  1 1 (27)   

質疑回答Ｎｏ.５２２におい

て、「「事業契約書（案）」に係

る質問回答は、当然に「事業

契約書」を解釈するに当たっ

ての参考指針となる」とあり

ますが、入札説明書等に関す

る質問回答書等は当然に要求

水準書、事業契約書（案）の

内容に優先するという認識で

宜しいでしょうか。 

「事業契約書（案）」の第５条

第４項及び「入札説明書等に

関する質問回答書（１回目）

等」の番号５２６の回答を参

照してください。 

79 

第三者に損害

を及ぼした際

の責任につい

て 

12 4 2 23 5    

貴学に帰責事由がある場合に

ついては、貴学が当該損害を

賠償するという認識で宜しい

でしょうか。 

大学の責めに帰すべき事由に

よる第三者への損害について

は、大学が負担するものとし

ます。 

80 

維持管理業務

及び運営業務

に必要な備品

の整備・搬入 

13 4 2 25 3    

入札説明書等に関する質問回

答書（１回目）等の回答Ｎｏ.

５７３について、現時点で協

力内容に関する費用を想定で

きませんので、協力内容、費

用負担については別途協議さ

せていただけないでしょう

か。 

事業者による主な協力の範囲

は、事業者が進めている施設

整備とのスケジュール及びス

ペース調整等になります。大

学が別途発注する備品等の搬

入作業そのものへの直接的な

協力（養生、誘導、移転、搬

入、設置等）を求めているも

のではありません。 

81 引越業務、備 14 4 4 29 2    引越業務及び備品等調達業務 「事業契約書（案）」の第３２



 (１９) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

品等調達業務

の完成確認 

について、現状の資料では移

転する物品の詳細が不明（不

明とされている物品も多々存

在する。）であり、かつ本事業

とは別途に大学が行う引越業

務、備品等調達業務が完了し

なくては引越や搬入が出来な

い新規調達備品も多々含まれ

ています。 

また、他大学のより規模の小

さい施設においても、引越に

６か月以上の期間を要した例

もあり、各診療科の実験スケ

ジュールによる調整等もある

ことから、引越業務・備品等

調達業務を含めた施設整備業

務の完了時期を現段階で約束

することは非常に困難と考え

ます。 

また、建設業務が完了した場

合においても引越業務や備品

等調達業務が遅延することに

よって、事業契約第７３条第

２項の事業契約解除のリスク

にさらされることとなり、応

募グループ内でのリスク分担

が困難な状況となっていま

す。 

つきましては、完成確認は、

建設業務、引越業務、備品等

調達業務それぞれ個別に実施

していただくよう変更し、引

越業務、備品等調達業務に起

因して事業契約を解除しない

と変更するか、解除する場合

の違約金については、施設整

備費全体の１０分の１とする

のではなく、それぞれの業務

費の１０分の１とする等の変

更についてご検討いただけま

すでしょうか。 

条第１項に、但書として、以

下の文言を追加します。 

「但し、大学は、第２３条に

基づく備品等の引越、第２４

条に基づく備品等の調達並び

に前条に基づく維持管理業務

及び運営業務の実施体制の整

備のうち一部について完了が

確認できない場合であって

も、それが事業者の責めに帰

すことのできない事由による

ものであり、その他の部分に

ついては完了が確認でき、か

つ、事業者から完成図書の提

出を受けている場合には、本

施設に関する完成確認書を交

付するものとする。」 

82 
完成確認、所

有権移転 

15 

17 

4 

4 

4 

6 

32 

39 

1 

1 
   

平成２９年９月２０日付質問

回答書Ｎｐ.５７７（第３２条

第１項）において貴学から

「設計業務や建設工事の段階

で事業内容や事業日程を変更

する必要が生じた場合には

「事業契約書（案）」の規定に

従って、変更の協議等を行

う」と回答いただいておりま

すが、第３２条１項で施設整

番号８１の回答を参照してく

ださい。 



 (２０) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

備が完了した段階で、貴学が

調達する機器の納品が間に合

わないその他各研究室等の事

情によって、引越が終了しな

い状態が続く可能性も考えら

れます（他大学のより規模の

小さい施設においても、引越

に６か月以上の期間を要した

例もあります）。 

このような場合、現契約案で

は、施設整備完了にも拘らず

貴学が施設所有権を取得でき

ないことになり不安定な時期

が続いてしまいます。（加えて

このような状態でも維持管

理・運営は部分的にせよ開始

されるのが妥当と考えます） 

そこで、第３２条第１項末尾

に「ただし、前記すべてを満

たさない場合でも、大学は対

象部分又は除外部分を明示し

て完成確認通知を交付できる

ものとする」を追記し、第３

９条１項に「第３２条１項た

だし書により大学が完成確認

通知を交付した場合、当該部

分を大学に引渡すものとす

る」と追記した方が良いと考

えます。 

83 

工期又は施設

整備期間の変

更 

15 4 5 

33 

33 

33 

35 

1 

2 

3 

1 

 

 

 

2 

  

貴学にて別途発注される中央

診療棟他工事の事由により、

提案した内容や入札価格に影

響する場合は、３３条１～３

項および３５条の規定に沿っ

て対応するとの理解でよろし

いでしょうか。 

中央診療棟他工事に起因して

事業者提案の内容及び費用に

影響があった場合に、必ず第

３３条第１項ないし第３項及

び第３５条が適用されるわけ

ではありません。 

各条項が適用されるのは、当

然ながら、各条項の要件に該

当する事態が生じた場合のみ

となります。 

84 
第三者に及ぼ

した損害等 
20 5 1 52 

1 

2 
   

入札説明書等に関する質問回

答書（１回目）等の回答Ｎｏ.

５９７について、事業者の責

めに帰すべき事由及び通常避

けることのできない騒音等以

外につきましては、事業者に

てコントロールできない範囲

ですので、貴学にて負担いた

だけないでしょうか。 

原案のとおりとします。「入札

説明書等に関する質問回答書

（１回目）等」の番号５９８

の回答を参照してください。 

85 本施設の修繕 21 5 2 58 3    

質問回答書（１回目）Ｎｏ.６

０６におきまして回答いただ

いておりますが、「事業者の責

原案のとおり、本施設の事業

者の責めによらない事故若し

くは火災等による損傷につい



 (２１) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

めによらない事故若しくは火

災等」に含まれない「不可抗

力」による損傷については、

その取扱いが定められていな

いとの理解ですが、貴学にて

付保される「国立大学法人総

合保険」にてカバーすべき事

象と考えますので、「不可抗

力」による損傷は貴学の責任

と費用においてこれを修補す

るものとしていただけません

でしょうか。 

ては、大学の責任と費用にお

いて、これを修補するものと

し、当該修補の時期、方法等

については、大学が定めるも

のとします。 

86 
事業者の債務

不履行 
27 8 2 73 2    

引越・備品調達業務について

は、貴学及び事業者の各々が

実施することもあり責任分担

が不明確になることが想定さ

れるため、引渡遅延（債務不

履行）項目から除外して頂

き、７９条の違約金規定対象

外として頂きたくお願い申し

上げます。 

番号８１の回答を参照してく

ださい。 

87 

事業者事由の

違約金の額に

ついて 

29 8 2 79 1 (2)   

第１回質問のＮｏ.４９におい

て、大学への本施設の引渡し

を経ていない場合の事業者事

由による違約金を、施設整備

費相当の１００分の３０から

１００分の１０にお下げす

る、とのご回答がありまし

た。引渡しを経ている場合の

事業者事由による違約金につ

いては、維持管理費相当また

は運営費相当の１００分の２

０から１００分の１０へご変

更頂くことは可能でしょう

か。 

原案のとおり、本施設の引渡

しを経ている場合の事業者事

由による違約金は、維持管理

費相当又は運営費相当の当該

年度総額の１００分の２０と

します。 

88 保険 44      6  

貴学は「国立大学法人総合保

険」に加入されるとのことで

すが、事業者の過失等（故意

は除く）により貴学所有の本

施設の建物・設備に損害を与

えたとき、貴学が加入する保

険の保険金を損害に充当し、

当該保険金で不足する損害に

つき事業者に損害賠償を請求

するという対応は可能でしょ

うか。 

事業者の過失等により本施設

の建物・設備に損害を与えた

場合には、大学は事業者に対

して損害賠償請求権を有する

ものと理解しています。 

89 
モニタリング

による減額 
52      10  

モニタリングによる減額ポイ

ントでサービス購入費が減額

される割合についてですが、

６０～９９ポイントでは１ポ

原案のとおりとします。 



 (２２) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

イントにつき０.６％の減額に

対して、１００ポイント以上

では１００％の減額となり大

きな開きがありますが、他の

ＰＦＩ事例を鑑み、４０～６

０％程度の減額に見直し頂く

ことは可能でしょうか。 

90 
定期建物賃貸

借契約書 
59      16 9 

使用上の制限において使用目

的他の変更、模様替え等（貸

付面積の変更含む）により現

状の変更が貴学に承認され、

賃貸借契約書に記載された内

容の変更が必要な場合は、速

やかに定期建物賃貸借契約書

の変更契約を締結するとの理

解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。なお、

当該使用目的等の変更が、当

該建物において事業者が実施

している、福利厚生施設運営

業務又は事業者提案による運

営業務の内容の変更を伴う場

合には、「事業契約書（案）」

に基づく変更手続（「事業契約

書（案）」の第４４条第３項に

定める大学の承諾を得たうえ

で、当該業務の内容（第５９

条第１項及び別紙１３又は別

紙１５）を変更する旨の変更

契約等）も行う必要がありま

す。 

91 

定期建物賃貸

借契約書（民

間付帯施設事

業） 

73      20 10 

使用上の制限において使用目

的他の変更、模様替え等（貸

付面積の変更含む）により現

状の変更が貴学に承認され、

賃貸借契約書に記載された内

容の変更が必要な場合は、速

やかに定期建物賃貸借契約書

の変更契約を締結するとの理

解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです（ただし、

「事業契約書（案）」の別紙 

２０は「定期建物賃貸借契約

書」ではなく「定期借地契約

書」の書式です。）。 

なお、当該使用目的等の変更

が、当該土地上の建物におい

て事業者が実施している、民

間付帯施設事業の内容の変更

を伴う場合には、「事業契約書

（案）」に基づく変更手続

（「事業契約書（案）」の第 

６２条第４項が準用する第 

４４条第３項の定める大学の

承諾を得たうえで、当該業務

の内容（第６２条第１項、同

条第７項及び別紙１９）を変

更する旨の変更契約等）も行

う必要があります。 

 

 

＜⑧その他に関する質問＞ 

 

番号 質問項目 － － － － 質問 回答 

92 スケジュール     

本事業の入札前に貴学にて別

途発注される中央診療棟他工

事の事由により、本事業の要

ご質問のとおり理解していま

す。 



 (２３) 

番号 質問項目 － － － － 質問 回答 

求水準等が変更することは、

提案スケジュールでは困難と

思科されます。 

１１月１日の第２回質疑応答

を期限として、以降は提案に

係る追加・指示等は無いよう

お願い致します。 

 

以上 

  



 (２４) 

「改定入札説明書等に関する要求水準確認書（個別提案）、改定事業者提案による運営業務（任意）

提案書、改定民間付帯施設（任意）事業提案書」のうち、一般的な（入札参加者に共通の）確認及び

提案など、入札参加者のすべてに伝達すべき事項が含まれていると大学が判断した項目に関する回答 

 

＜ ① 入札説明書に関する質問 ＞ 

 

番号 確認項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 確認内容 回  答 

1 

民間付帯施設

（付帯）事業

における建物

の所有につい

て 

3 1 6 (4) 1) ③   

選定事業者から運営事業者へ

転貸後、更に協力企業への再

転貸（転々貸）をお認め頂け

ないでしょうか。 

転貸及び再転貸（転々貸）に

かかる当事者間の契約書が、

「事業契約書（案）」の「別紙

２０ 定期借地契約書の書式

（民間付帯施設事業に係る土

地の貸付に係る契約）」と同様

内容であることを条件とし、

事業者から運営に当たる者等

（転貸）、当該運営に当たる者

等から実際の民間付帯施設

（任意）事業に当たる者等へ

の（再転貸（転々貸））を認め

るものとします。 

 

 

＜ ③ 要求水準書／本文に関する確認 ＞ 

番号 確認項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 確認内容 回答 

2 
屋外冷媒配管

仕様 
5 1 3 (2) 7) ①   

屋外冷媒配管は、公共建築工

事標準仕様書（機械設備工事

編）に準じた場合、ステンレ

ス鋼板によるラッキングとな

りますが、ラッキング不要の

屋外用冷媒被覆銅管に変更し

てもよろしいでしょうか。 

ご確認内容については、必ず

しもステンレス鋼板によるラ

ッキングに限定するものでは

ありません。事業者の提案内

容が、ステンレス鋼板と同等

以上の対候性と強度が確保さ

れると大学が認めた場合に

は、事業者の提案によること

ができるものとします。 

ただし、本事業の事業場所で

は、カラスによる被害が多い

ことに配慮してください。 

3 
実験・研究室

の扉について 
20 2 4 (3) 3) ① ｧ  

欄間ガラス・袖ガラスを中止

（上から下までＳｔパネル）

できないでしょうか。 

※【別表１ 各室（エリア）の

要求水準】凡例（ｃ）－１ 

原案のとおりとします。ただ

し、【別表１ 各室（エリア）

の要求水準】の凡例（ｃ）－

１は参考として取り扱うもの

とし、具体的には、事業者の

提案によるものとします。 

4 

ブラインドボ

ックス等の収

まりについて 

20 2 4 (3)  2) ⑩ ｴ  

「ブラインドボックス等は天

井埋め込みとするなど」と記

載がありますが、実験室等の

窓廻りは、天井直付け型のカ

ーテンボックスを計画してよ

ろしいでしょうか。 

ご確認の内容（実験室等のブ

ラインドボックス等は天井直

付け型）でもよいものとしま

す。 

5 
研究成果の展

示方法につい
20 2 4 (3) 3) ① ｵ  

「研究成果の展示等ができる

ように研究室等の廊下側壁面

ご確認部分の「ピクチャーレ

ール」を「ピクチャーレール



 (２５) 

番号 確認項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 確認内容 回答 

て にはピクチャーレールを適宜

配置すること。」とあります

が、ピクチャーレールと同等

機能を有する他の方法でもよ

ろしいですか。 

等」に変更します。 

6 

エントランス

セキュリティ

について 

22 2 4 (3) 3) ① ｴ  

「防災センターで監視カメラ

により来訪者を確認すること

ができ、かつ、防災センター

より電気錠を解錠できるこ

と。」とありますが、「要求水

準書」の３章６項(3) 6) ③、

④の記載にしたがい、防災セ

ンターからの電気錠の開錠を

不要としてよろしいでしょう

か。 

ご確認部分の「防災センター

で監視カメラにより来訪者を

確認することができ、かつ、

防災センターより電気錠を解

錠できること。」を削除しま

す。 

7 

ブラインドＢ

ＯＸ他につい

て 

27 2 4 (3) 3) ⑤ ｲ  

要求水準書には「各諸室の窓

（廊下側のガラススクリーン

等も含む。）には、ブラインド

又はロールスクリーン等が設

置可能なブラインドＢＯＸと

ともにブラインド又はロール

スクリーン等を設置するこ

と。」とありますが、出入口扉

付の小窓については、対象外

と考えてもよろしいでしょう

か。 

ご確認部分の「各諸室の窓

（廊下側のガラススクリーン

等も含む。）…」には、各諸室

の出入口扉付の小窓は含まれ

ないものとします。 

8 

２ 電灯設備 

（ 要 求 仕 様

書） 

33 2 4 (5) 3) ② ｸ  

「実験室内ケーブルラック：

約７０㎡単位の実験室（プロ

ジェクト研究スペース・医学

部管理実験室を除く。）にはケ

ーブルラック（Ｗ＝３００ｍ

ｍセパレータ付、パンチング

メタル等）を敷設すること。」

との記載がありますが、ケー

ブルラックの設置場所は追加

配線等の簡易さから天井下露

出の設置としてよろしいでし

ょうか。 

ご確認の「実験室内ケーブル

ラック」の設置場所は、そも

そも、施設利用者による追加

配線等の簡易さのために、天

井下露出とすることを想定し

たものです。 

9 

５ 受変電設備 

（ 要 求 仕 様

書） 

34 

35 
2 4 (5) 3) 

③ 

⑤ 

ｳ 

ｱ 
 

⑤ 受変電設備の中で ア「高

圧コンデンサーは不要とす

る」と記載があり、一方③ 動

力設備 ウでは「電動機等を使

用するものはコンデンサーを

設置するなど力率改善を検討

すること。」との記載がありま

す。まず、対象となる電動機

等の容量基準などを教示いた

だけないでしょうか。また、

力率改善のために低圧側にコ

ンデンサーを設置する場合の

ご確認の前段について、力率

改善用コンデンサーの設置基

準容量は、「公共建築工事標準

仕様書（機械設備編）平成２

８年度版第２編」の第１章第

２節電動機及び制御盤による

ものとし、０.２kw以上かつ定

格出力時の力率が０.９未満の

機器に設置するものとしま

す。 

ご確認の後段について、各電

動機を接続している制御盤も



 (２６) 

番号 確認項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 確認内容 回答 

場所は三相トランス２次側配

電盤としてよろしいでしょう

か。 

しくは動力盤内としてくださ

い。 

10 

受変電設備 

（ 要 求 水 準

書） 

34 2 4 (5) 3) ⑤ ｴ  

「大学で使用している電力監

視システムにより各低圧盤２

次側電力を計測し、その信号

線を大学学内ネットワークに

接続及び調整を実施し・・」

とありますが、本棟５階に引

込む事務系に接続するとの理

解でよろしいでしょうか。 

ご確認の「大学学内ネットワ

ーク」とは、事務系ＬＡＮの

ことです。 

11 
静止形電源設

備について 
35 2 4 (5) 3) ⑥ ｱ  

「蓄電池：長寿命ＭＳＥ型と

すること。」とありますが、静

止型電源設備に寿命に対する

性能以外は同等性能のＭＳＥ

蓄電池（一般型）を用いる提

案としてもよろしいでしょう

か。 

ご確認の内容でよいものとし

ます。ただし、事業期間中の

更新（交換）を、事業者の業

務範囲とすることを条件とし

ます。 

12 
拡声設備につ

いて 
37 2 4 (5) 3) ⑪ ｴ  

要求水準書には「部屋単位に

壁付音量調整器を設けるこ

と。」とありますが、音量の調

整が必要のない部屋は天井ス

ピーカー組込み形を採用して

よろしいでしょうか。 

廊下等については、ご確認の

内容でよいものとします。な

お、具体的には、事業者の提

案に基づき、大学と事業者で

協議のうえ決定するものとし

ます。 

13 警備業務 60 3 6 (2)     

質問回答（１回目）№３５０

「警備員を配置することな

く」とありますが、侵入者の

「監視」等は警備業に該当

し、警備員を配置する必要が

あります。「監視」ではなく、

「確認」等に変更していただ

けませんでしょうか。 

現段階では、原案のとおりと

します。詳細については、事

業者の提案に基づき、大学と

事業者で協議のうえ決定する

ものとします。なお、大学と

しては、警備業法上の警備員

を配置することなく、防災セ

ンターの管理要員、監視要員

による対応を想定していま

す。 

 

 

＜ ④ 要求水準書／別表・資料等に関する確認 ＞ 

 

番号 確認項目 別表 資料 参考 
図等 

枚目 上中 
下段 

- 確認内容 回答 

14 配置図   
参考

図等 

1枚

目 
  

アクセス道路の幅員に６ｍの

記載がありますが、要求水準

書には「アクセス道路の幅員

は車道５.５ｍ以上、歩道１.

５ｍ以上とすること」と記載

されています。アクセス道路

の幅員は５.５ｍとしても宜し

いですか。 

ご確認の「幅員」は、要求水

準書本文（アクセス道路の幅

員は車道５.５ｍ以上、歩道

１.５ｍ以上とすること）を必

須とし、参考図は参考として

取り扱うものとします。 

15 計画地内の伐  2     計画地南側の桜並木等の伐 ご確認の内容でよいものとし



 (２７) 

番号 確認項目 別表 資料 参考 
図等 

枚目 上中 
下段 

- 確認内容 回答 

採・伐根時期 採、抜根は施設設計期間中

（建物着工前）に実施する提

案も可能でしょうか。 

ます。詳細については、大学

と事業者で協議のうえ決定す

るものとします。 

16 
事業場所（本施

設） 
 2     

事業場所（本施設）の範囲が

示されていますが、車路の一

部（隅切りなど）が事業場所

の区域を超えてリニアック棟

に近寄っても宜しいでしょう

か。 

車路の一部（ただし隅切り部

分のみ）が、本施設事業場所

の範囲を越えてリニアック棟

に近寄ってもよいものとしま

す。詳細については、大学と

事業者で協議のうえ決定する

ものとします。 

17 
排水滅菌装置系

統 
6 ②  5 中段  

「排水系統は２系統とし、機

器故障、機器点検に対応出来

るようにすること。」と記載が

ありますが、具体的には、滅

菌処理工程以降のシステムを

必要能力の５０％×２台とす

ることでしょうか。 

ご確認の内容（滅菌処理工程

以降（滅菌処理工程を含む）

の シ ス テ ム を 必 要 能 力 の  

５０％×２台として２系統と

すること）でよいものとしま

す。 

18 
各室（エリア）

の要求水準 
1   1   

ＲＩ室関連のＲＩ実験室につ

いては、定期清掃を対象外と

してご検討ください。 

ご確認の「６２ ＲＩ室関連の

定期清掃」を事業者の業務範

囲外に変更します。 

19 

汚染検査室の入

退室システムに

ついて 

別 6   8 下 ③ 

「汚染検査室には、全体シス

テムとは別に入退室システム

を設置すること。」とあります

が、全体システムを利用しな

がら対象室のみを別設定とす

ることでよろしいでしょう

か。 

ご確認の内容でよいものとし

ます。 

20 

アクティブラー

ニングスペース

の吹き抜け計画

の中止 

  ○ 
3,4 

枚目 
  

アクティブラーニングスペー

スの吹き抜けは中止としても

よいでしょうか。 

ご確認の「吹き抜け」は、事

業者の提案（任意）によるも

のとします。 

 

 

＜ ⑦ 事業契約書（案）に関する確認 ＞ 

 

番号 確認項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 確認内容 回  答 

21 施設管理台帳 21 5 2 56     

参考のため、千葉大学内の建

物で使用している施設管理台

帳を、別紙で開示するとして

頂けませんでしょうか。 

事業者の提案に基づき、大学

と事業者で協議のうえ決定す

るものとします。 



 

 

入札説明書等に関する追記事項（２回目） 

 

１ 実験排水に関する事項 

「要求水準書」の第２章２(3) 5) ②の「…。その他実験排水は、本工事設置の処理槽、ｐＨモニ

ター槽にて処理、確認後一般排水系統へ放流する。ｐＨ異常時の緊急遮断弁を設置すること。…」を

「…。その他実験排水は、本工事設置のｐＨ計にて連続計測し、異常値の有無を防災センターにて受

信できるようにすること。一般排水系統に合流させる前に、当該実験排水を採水できるように採水用

桝を設けること。…」に変更します。 

 

２ 周辺のインフラ整備状況等（給水のうち県水（飲料水））に関する事項 

「要求水準書」の第２章２(3) 4) ①の「給水のうち県水（飲料水）については、既設医学部本館

西側土中埋設配管（１５０φ）より、地中埋設（医学部本館北側道路）で、本施設の受水槽室まで引

き込む。…」を「給水のうち県水（飲料水）については、既設医薬系総合研究棟Ⅰ北側共同溝  

（１００φ）より、地中埋設で、本施設の受水槽室まで引き込む。…」に変更します。 

 

３ 周辺のインフラ整備状況等（給水のうち井水）に関する事項 

「要求水準書」の第２章２(3) 4) ②の「給水のうち井水については、既設医学部本館西側土中埋

設配管（１５０φ）より、地中埋設（医学部本館北側道路）で、本施設の受水槽室まで引き込むと同

時に、本施設南側にある立体駐車場及び真菌医学研究センターに引き込み、…」を「給水のうち井水

については、既設医薬系総合研究棟Ⅰ北側共同溝（１２５φ）より、地中埋設で、本施設の受水槽室

まで引き込むと同時に、本施設南側にある立体駐車場及び真菌医学研究センターに引き込み、…」に

変更します。 

 

４ 火災報知設備等の監視機能の既設の門衛所へ移設に関する事項（事業者の業務範囲外に変更） 

1) 「要求水準書」の第２章４(5) 3) ⑮のウを削除します。 

2) 「要求水準書」の第２章４(5) 4) ⑤のオ（“オ”は当初番号、１回目変更後は“エ”）を削除し

ます。 

 

５ エレベーター設備の台数及び仕様に関する事項 

「要求水準書」の第２章４(5) 3) ⑳のアを以下のように変更します。 

＜変更前＞ 

用途(付加仕様) 積載量 速度 停止箇所 台数 

乗用(車いす用) 1,150ｋｇ(17人) 105ｍ/min 11箇所以上 2台 

人荷用(車いす用) 1,750ｋｇ(26人) 105ｍ/min 11箇所以上 1台 

非常用(車いす用) 1,150ｋｇ(17人) 105ｍ/min 11箇所以上 2台 

＜変更後＞ 

用途(付加仕様) 積載量 速度 停止箇所 台数 

乗用(車いす用) 1,150ｋｇ(17人) 105ｍ/min 11箇所以上 1台 

人荷用(車いす用) 1,750ｋｇ(26人) 105ｍ/min 11箇所以上 1台 

非常用(車いす用) 1,150ｋｇ(17人) 105ｍ/min 11箇所以上 2台 

※ 変更後のエレベーター設備の台数は４台（必須）以上とし、利用者の利便性等に十分配慮のう

え、具体的には、事業者の提案によるものとする。 

 

 



 

６ 光ケーブル敷設用の空配管に関する事項 

「要求水準書」の第２章４(5) 3) ⑩イの「本事業における事業者の業務範囲として、既存医学部

本館に設置してある基幹スイッチのケーブル… …光成端箱、パッチパネル及びＳＣコネクターは事

業者工事とする。」を削除し「別途工事にて光ケーブルを敷設できるよう、本施設から医薬系総合研

究棟の共同溝に至る配線ルートに光ケーブル用の埋設空配管（ＳＭ１２Ｃ、ＧＩ１２Ｃ、ＳＭ４Ｃ×

３用配管×１、予備用配管×１）を新設（事業者の業務範囲）すること。」に置き換えます（変更し

ます）。 

 

７ 既存ポンプ室取り壊しに伴う電源切り回し（電源の移設） 

アクセス道路の整備に伴う既存ポンプ室取り壊しにおける電源の切り回し（電源の移設）を事業者

の事業範囲とします（追加）。詳細については、【参考資料 既存ポンプ室取り壊しに伴う電源切り回

し】を参照してください。 

 

８ 排水滅菌装置系統に関する事項 

【別表６ 低層階特殊諸室の留意事項等】の２ ｎ 排水滅菌装置系統については、排水用タンクを

事業者の業務範囲とし、排水滅菌装置本体及び熱源装置は、事業者の業務範囲外とします。詳細につ

いては、【別表６ 低層階特殊諸室の留意事項等】（変更後）を参照してください。 

 

  



 

 

９ 「要求水準書の別表及び資料等（「要求水準書」以外の文書等を含む。）の貸与」に関する事項 

下記の文書等（以下「文書等」といい、「要求水準書の別表及び資料等の貸与請求書 兼 守秘義務

の遵守に関する誓約書」における「守秘義務対象資料」に該当する。）の貸与を「平成２９年１１月

２日」より開始します。文書等の貸与を受けようとする場合は、＜様式１＞の脚注部分の要領に準じ

て手続を行ってください。 

なお、既に＜様式１＞を提出している場合は、＜様式１＞の再度の提出は不要とします。ただし、

来学により、文書等の貸与を受けようとする場合にあっては、担当者を確認するため、代表者による

委任状（任意様式）を持参してください。 

郵送等により、文書等の貸与を受けようとする場合にあっては、その手続等について、事前に本事

業に関する担当部局へ電話で問いあわせてください。 
 

記 
 
(1) 要求水準書／本文の見消版       質疑回答の反映と誤植修正等（※） 

(2) 要求水準書／別表・資料等 

【別表 １ 】各室（エリア）の要求水準     質問回答の反映と誤植修正等（※） 

【別表 ２ 】各室（エリア）の特殊条件等     質問回答の反映と誤植修正等（※） 

【別表 ４ 】引越業務対象什器備品等一覧表    質問回答の反映と誤植修正等（※） 

【別表 ５ 】備品等調達業務対象什器備品等一覧表   質問回答の反映と誤植修正等（※） 

【別表 ６ 】低層階特殊諸室の留意事項等     質問回答の反映と誤植修正等（※） 

【別表 ７ 】工事区分表         質問回答の反映と誤植修正等（※） 

【資料１５】事務系ＬＡＮ系統図（参考）     質問回答の反映と誤植修正等（※） 

【資料２２】事業場所周辺県水設備インフラ整備状況  質問回答の反映と誤植修正等（※） 

【資料２３】事業場所周辺井水設備インフラ整備状況  質問回答の反映と誤植修正等（※） 

【参考資料】エネルギー配慮対象設計検討記録様式CHU488-2 質問回答の番号１５による追加資料 

【参考資料】中央診療棟電波障害調査報告書    質問回答の番号２５による追加資料 

【参考資料】土壌汚染調査関係（試料採取予定地点図）  質問回答の番号２８による追加資料 

【参考資料】国立大学法人千葉大学(亥鼻地区)保安規程  質問回答の番号７４による追加資料 

【参考資料】既存ポンプ室取り壊しに伴う電源切り回し  追記事項(２回目)７による追加資料 

(3) 事業契約書（案）の見消版       質問回答の反映と誤記修正等（※） 
 
※ 上記の「見消版」、【別表】、【資料】、【参考資料】のうち「質問回答（１回目）」、「質問回答（１回目）

追加」、「質問回答（２回目）」の反映は可能な限り行っていますが、反映漏れなどについては「質問回

答（１回目）」、「質問回答（１回目）追加」、「質問回答（２回目）」を正としてください。 

※ また、「見消版」、【別表】、【資料】、【参考資料】のうち「質問回答（１回目）」、「質問回答（１回目）

追加」、「質問回答（２回目）」に該当しない誤植修正等（追記を含む。）については「見消版」、【別表】、

【資料】、【参考資料】を正としてください。 

 

以上 


